
【参考３】化学物質のリスク管理に関する基本方針及び実施方針 
 

Ⅰ 基本方針 

 化学物質が環境汚染を通じて人の健康や生態系に及ぼす影響を防ぐ研究・調査を行

う機関として、化学物質を、以下の原則に則り、その合成、購入、保管、使用から廃

棄に至るまで適正に管理し、環境保全上の支障の未然防止と所員の安全確保を図る。 

（原則） 
１ 化学物質を管理する各種法制度の規定を的確に遵守する。 
２ 化学物質の特性を十分に把握してそれに応じて適正に取り扱う。 
３ 合成、購入、保管、使用から廃棄に至るまでの化学物質の流れを的確に把握し、

公表する。 
 

Ⅱ 実施方針 

１ 化学物質の安全対策、化学物質の使用状況の把握及び所員の安全確保の関連から

設けられた委員会の連携により、組織的で効果的な化学物質のリスク管理を行う。 

２ 化学物質の審査及び製造等の規制に係る法律、毒物及び劇物取締法等、関連法規

の規定及び所内規程に則り、化学物質の保管、使用、廃棄等を適切に行う。 

３ 有害性の高い特殊化学物質については、周辺への漏出を防止するとともに、所員

の安全に配慮した設備を備えた施設において、適切な指針の下で取り扱う。 

４ 化学物質の合成、購入、保管、使用から廃棄に至るまでの化学物質の流れを的確

に把握し、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関す

る法律（ＰＲＴＲ法）」に則り、環境への排出量の届出を行うとともに、届出を要

しない量の化学物質も含めて公表する。 

５ 化学物質を使用する施設・設備からの排ガス、排水及び廃棄物を適正処理すると

ともに、その監視を行う。 

６ 化学物質を含む廃棄物の処理を委託する場合は、その処分方法を十分に把握し、

その処分に伴い環境汚染を引き起こすことがないことを確認する。 

７ 化学物質を取り扱う所員の安全確保のため、定期的に健康診断を行うとともに、

化学物質を使用する研究室等の作業環境の測定を行う。 


